
第１１０号議案 

 

 

府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特

例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ２ 年１１月３０日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

教育委員会教育長の期末手当について、所要の改正を行うものであります。 
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府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特 

例に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に

関する条例（昭和２９年９月府中市条例第３５号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１２．５」に改

める。 

第２条 府中市教育委員会教育長の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例に

関する条例の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「１００分の２１２．５」を「１００分の２１７．５」に改

める。 

付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日か

ら施行する。 

 

 

 

 

 

 


